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衆
議
院
議
員
風
早
八
十
二
君
提
出
南
ア
フ
リ
カ
、
蘭
領
イ
ン
ド
及
び
イ
ン
ド
等
と
の
貿
易
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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八
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議
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幣 
原 
喜 
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郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
風
早
八
十
二
君
提
出
南
ア
フ
リ
カ
、
蘭
領
イ
ン
ド
及
び
イ
ン
ド
等
と
の
貿
易
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一 

蘭
領
イ
ン
ド(
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ)

及
び
イ
ン
ド
が
最
近
特
に
日
本
製
品
に
対
し
て
関
税
引
上
げ
、
価
格
制
限
等
の
処
置
を

と
つ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。
南
ア
フ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
本
年
八
月
二
十
五
日
、
同
国
産
業
の
保
護
及
び
ダ
ン
ピ
ン
グ

防
止
の
理
由
の
も
と
に
綿
製
品
及
び
羊
毛
品
に
つ
い
て
大
幅
の
輸
入
関
税
引
上
げ
を
実
施
し
た
。
し
か
し
同
国
の
こ
れ
ら

製
品
の
生
産
高
は
実
に
微
々
た
る
も
の
で
、
産
業
保
護
と
い
う
こ
と
は
理
由
に
な
ら
ず
、
ま
た
わ
が
国
製
品
の
輸
出
価 

格
は
、
外
国
製
品
の
価
格
に
比
較
し
、
廉
価
で
は
な
い
の
で
、
決
し
て
ダ
ン
ピ
ン
グ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
つ
て
、

か
か
る
処
置
は
わ
が
国
に
対
し
て
、
事
実
に
即
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

二 

処
置 

政
府
は
、
右
関
税
引
上
げ
に
関
す
る
情
報
を
入
手
後
直
ち
に
関
係
当
局
を
通
じ
、
撤
廃
方
交
渉
を
依
賴
し
、
今
回
の
処 



置
撤
廃
に
対
し
、
盡
力
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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